
（
訳
文
）

技
術
協
力
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定

日
本
国
政
府
及
び
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
は
、

技
術
協
力
の
促
進
に
よ
り
両
国
間
に
存
在
す
る
友
好
関
係
を
一
層
強
化
す
る
こ
と
を
希
望
し
、

ま
た
、
両
国
の
経
済
的
及
び
社
会
的
発
展
の
促
進
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
相
互
の
利
益
を
考
慮
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

両
政
府
は
、
両
国
間
の
技
術
協
力
を
促
進
す
る
よ
う
努
力
す
る
。

第
二
条

こ
の
協
定
の
下
で
実
施
さ
れ
る
個
別
の
技
術
協
力
計
画
を
規
律
す
る
別
途
の
取
決
め
が
両
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
間
で
合

意
さ
れ
る
。
日
本
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
外
務
省
で
あ
り
、
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
外

1
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務
省
で
あ
る
。

第
三
条

次
の
形
態
に
よ
る
技
術
協
力
は
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
」
と
い
う
。)

に
よ
り
、
日
本
国
の
現

行
法
令
に
従
い
、
か
つ
、
前
条
に
い
う
取
決
め
に
基
づ
き
、
自
己
負
担
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ラ
オ
ス
国
民
へ
技
術
訓
練
を
提
供
す
る
こ
と
。

(a)

専
門
家
を
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
に
派
遣
す
る
こ
と
（
以
下
、
派
遣
さ
れ
た
専
門
家
を
「
専
門
家
」
と
い
う
。)

。

(b)

幅
広
い
技
術
と
豊
か
な
経
験
を
有
す
る
日
本
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
以
下
「
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
と
い
う
。)

を
ラ

(c)
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
に
派
遣
す
る
こ
と
。

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
の
経
済
及
び
社
会
開
発
計
画
の
調
査
を
行
う
た
め
、
日
本
国
の
調
査
団
（
以
下
「
調
査
団
」
と

(d)
い
う
。)

を
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
に
派
遣
す
る
こ
と
。

設
備
、
機
械
及
び
資
材
を
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
に
供
与
す
る
こ
と
。

(e)

両
政
府
間
で
相
互
の
同
意
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
そ
の
他
の
形
態
の
技
術
協
力
を
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
に
対
し
て

(f)
行
う
こ
と
。



3

第
四
条

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
は
、
前
条
に
規
定
す
る
日
本
国
の
技
術
協
力
の
結
果
と
し
て
ラ
オ
ス
国
民
が
取
得
し
た
技
術

及
び
知
識
並
び
に
供
与
さ
れ
た
設
備
、
機
械
及
び
資
材
が
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
の
経
済
的
及
び
社
会
的
発
展
に
寄
与
し
、

か
つ
、
軍
事
目
的
に
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。

第
五
条

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
が
専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
調
査
団
を
派
遣
す
る
場
合
に
は
、
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府

は
、
次
の
措
置
を
と
る
。

１

専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
調
査
団
の
構
成
員
に
対
し
、
国
外
か
ら
送
金
さ
れ
る
給
与
及
び
手
当
に

(1)
(a)

対
し
て
又
は
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
課
さ
れ
る
所
得
税
を
含
む
租
税
及
び
課
徴
金
を
免
除
す
る
こ
と
。

専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
調
査
団
の
構
成
員
及
び
そ
れ
ら
の
家
族
に
対
し
、
次
の
も
の
の
輸
入
に
関

(b)
し
、
領
事
手
数
料
、
関
税
を
含
む
租
税
及
び
課
徴
金
並
び
に
輸
入
許
可
証
及
び
為
替
証
明
書
の
取
得
要
件
を
免
除
す
る

こ
と
。携

帯
荷
物

(i)
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身
回
品
、
家
財
及
び
消
費
財

(ii)

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
に
派
遣
さ
れ
る
専
門
家
一
名
に
つ
き
一
台
及
び
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
一
名
に
つ

(iii)
き
一
台
の
自
動
車

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
に
自
動
車
を
輸
入
し
な
い
専
門
家
及
び
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
対
し
、
当
該
専
門

(c)
家
及
び
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
自
動
車
を
現
地
購
入
す
る
場
合
に
は
、
専
門
家
一
名
に
つ
き
一
台
及
び
シ
ニ
ア

海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
一
名
に
つ
き
一
台
の
自
動
車
に
対
し
て
課
さ
れ
る
付
加
価
値
税
を
含
む
租
税
及
び
課
徴
金
を
免
除

す
る
こ
と
。

専
門
家
及
び
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
対
し
、

及
び

に
い
う
自
動
車
の
登
録
料
を
免
除
す
る
こ
と
。

(d)

(b)
(iii)

(c)

専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
調
査
団
の
任
務
遂
行
に
必
要
な
適
当
な
事
務
所
そ
の
他
の
施
設
（
電
話

(2)
(a)

及
び
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
役
務
を
含
む
。)

を
自
己
の
負
担
で
提
供
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
運
営
費
及
び
維
持
費
を
負
担
す

る
こ
と
。

専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
調
査
団
の
任
務
遂
行
に
必
要
な
現
地
要
員
（
必
要
な
場
合
に
は
、
適
当

(b)
な
通
訳
を
含
む
。)

並
び
に
専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
調
査
団
の
相
手
方
と
な
る
ラ
オ
ス
人
の
要
員
を
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自
己
の
負
担
で
提
供
す
る
こ
と
。

現
地
の
条
件
及
び
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
の
財
政
事
情
が
許
す
限
り
、
専
門
家
及
び
シ

(c)
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
係
る
次
の
諸
経
費
を
負
担
す
る
こ
と
。

通
勤
費

(i)

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
内
の
公
用
出
張
旅
費

(ii)

公
用
通
信
費

(iii)
専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
そ
れ
ら
の
家
族
に
対
し
適
当
な
住
宅
の
確
保
に
つ
き
便
宜
を
提
供
す
る

(d)
こ
と
。

専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
調
査
団
の
構
成
員
及
び
そ
れ
ら
の
家
族
に
対
し
、
医
療
上
の
便
宜
を
提
供

(e)
す
る
こ
と
。

専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
調
査
団
の
構
成
員
及
び
そ
れ
ら
の
家
族
に
対
し
、
そ
の
任
期
中
、
ラ
オ
ス

(3)
(a)

人
民
民
主
共
和
国
に
入
国
し
、
同
国
か
ら
出
国
し
及
び
同
国
に
滞
在
す
る
こ
と
を
許
可
し
、
外
国
人
登
録
要
件
に
係
る

手
続
に
関
し
便
宜
を
与
え
、
か
つ
、
領
事
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
。
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専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
調
査
団
の
構
成
員
の
任
務
遂
行
に
必
要
な
す
べ
て
の
政
府
機
関
の
協
力

(b)
を
確
保
す
る
た
め
に
、
専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
調
査
団
の
構
成
員
に
対
し
身
分
証
明
書
を
交
付
す

る
こ
と
。

専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
そ
れ
ら
の
家
族
に
対
し
、
自
動
車
運
転
免
許
証
の
取
得
の
た
め
の
便
宜

(c)
を
与
え
る
こ
と
。

専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
調
査
団
に
対
し
、
そ
の
任
務
遂
行
に
必
要
な
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ

(d)
と
。

２

１
に
い
う
自
動
車
が
そ
の
後
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
国
内
に
お
い
て
、
関
税
を
含
む
租
税
の
免
除
又
は
同
様
の
特
権
を

有
し
な
い
個
人
又
は
団
体
に
売
却
又
は
譲
渡
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
そ
れ
ら
の
租
税
は
支
払
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
は
、
専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
調
査
団
の
構
成
員
及
び
そ
れ
ら
の
家
族
に

対
し
、
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
に
お
い
て
同
様
の
任
務
を
遂
行
し
て
い
る
第
三
国
又
は
国
際
機
関
の
専
門
家
、
シ
ニ
ア
海

外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
調
査
団
の
構
成
員
及
び
そ
れ
ら
の
家
族
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
よ
り
不
利
で
な
い
特
権
、
免
除
及
び
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便
宜
を
与
え
る
。

第
六
条

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
は
、
専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
調
査
団
の
構
成
員
の
任
務
の
遂
行
に
起
因

し
、
そ
の
遂
行
中
に
発
生
し
、
又
は
そ
の
遂
行
に
関
連
し
て
専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
調
査
団
の
構
成
員
に

対
す
る
請
求
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
請
求
に
関
す
る
責
任
を
負
う
。
た
だ
し
、
そ
の
請
求
が
専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
又
は
調
査
団
の
構
成
員
の
重
大
な
過
失
又
は
故
意
か
ら
生
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
両
政
府
が
合
意
す
る
場
合
に
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

第
七
条

１

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
が
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
に
設
備
、
機
械
及
び
資
材
を
供
与
す
る
場
合
に
は
、
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共

(1)
和
国
政
府
は
、
そ
れ
ら
の
設
備
、
機
械
及
び
資
材
の
輸
入
に
関
す
る
領
事
手
数
料
、
関
税
を
含
む
租
税
及
び
課
徴
金
並
び

に
輸
入
許
可
証
及
び
為
替
証
明
書
の
取
得
要
件
を
免
除
す
る
。
こ
れ
ら
の
設
備
、
機
械
及
び
資
材
は
、
陸
揚
港
に
お
い
て

ｃ
・
ｉ
・
ｆ
建
て
で
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
引
き
渡
さ
れ
た
時
に
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和

国
政
府
の
財
産
と
な
る
。
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Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
が
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
に
設
備
、
機
械
及
び
資
材
を
供
与
す
る
場
合
、
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国

(2)
政
府
は
、
そ
れ
ら
の
設
備
、
機
械
及
び
資
材
の
現
地
購
入
に
関
し
、
付
加
価
値
税
を
含
む
租
税
及
び
課
徴
金
を
免
除
す

る
。

及
び

に
い
う
設
備
、
機
械
及
び
資
材
は
、
両
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
間
の
別
途
の
合
意
が
な
い
限
り
本
協
定
第

(3)

(1)

(2)

二
条
に
い
う
取
決
め
に
定
め
る
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。

及
び

に
い
う
設
備
、
機
械
及
び
資
材
の
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
に
お
け
る
輸
送
の
た
め
の
費
用
並
び
に
そ
れ
ら

(4)

(1)

(2)

の
補
充
、
維
持
及
び
修
理
の
た
め
の
費
用
は
、
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
が
負
担
す
る
。

２

専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
調
査
団
の
構
成
員
の
任
務
遂
行
に
必
要
な
設
備
、
機
械
及
び
資
材
で
あ
っ

(1)
て
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
が
用
意
す
る
も
の
は
、
両
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
間
の
別
途
の
合
意
が
な
い
限
り
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
財
産
で

あ
る
。

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
は
、
専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
調
査
団
の
構
成
員
に
対
し
、

に
い

(2)

(1)

う
設
備
、
機
械
及
び
資
材
の
輸
入
に
関
す
る
領
事
手
数
料
、
関
税
を
含
む
租
税
及
び
課
徴
金
並
び
に
輸
入
許
可
証
及
び
為

替
証
明
書
の
取
得
要
件
を
免
除
す
る
。
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ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
は
、
専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
調
査
団
の
構
成
員
に
対
し
、

に
い

(3)

(1)

う
設
備
、
機
械
及
び
資
材
の
現
地
購
入
に
関
す
る
付
加
価
値
税
を
含
む
租
税
及
び
課
徴
金
を
免
除
す
る
。

第
八
条

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
は
、
そ
の
指
定
す
る
機
関
を
通
じ
、
専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
調
査
団
の

構
成
員
と
緊
密
に
連
絡
を
保
つ
も
の
と
す
る
。

第
九
条

１

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
が
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
に
お
い
て
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
海
外
事
務
所
（
以
下

「
事
務
所
」
と
い
う
。)

を
維
持
す
る
こ
と
を
認
め
、
ま
た
、
日
本
国
か
ら
派
遣
さ
れ
こ
の
協
定
に
基
づ
く
技
術
協
力
計
画
の

事
業
に
関
連
し
て
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
任
務
を
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
に
お
い
て
遂
行
す
る
駐
在
員
及
び
職
員

（
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
「
駐
在
員
」
及
び
「
職
員
」
と
い
う
。)

を
受
け
入
れ
る
。

２

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
は
、
次
の
措
置
を
と
る
。

駐
在
員
、
職
員
及
び
そ
れ
ら
の
家
族
に
対
し
、
国
外
か
ら
送
金
さ
れ
る
給
与
及
び
手
当
に
対
し
て
又
は
こ
れ
ら
に
関

(1)
(a)

連
し
て
課
さ
れ
る
所
得
税
を
含
む
租
税
及
び
課
徴
金
を
免
除
す
る
こ
と
。
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駐
在
員
、
職
員
及
び
そ
れ
ら
の
家
族
に
対
し
、
次
の
も
の
の
輸
入
に
関
し
、
領
事
手
数
料
、
関
税
を
含
む
租
税
及
び

(b)
課
徴
金
並
び
に
輸
入
許
可
証
及
び
為
替
証
明
書
の
取
得
要
件
を
免
除
す
る
こ
と
。

携
帯
荷
物

(i)

身
回
品
、
家
財
及
び
消
費
財

(ii)

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
に
派
遣
さ
れ
る
駐
在
員
一
名
に
つ
き
一
台
及
び
職
員
一
名
に
つ
き
一
台
の
自
動
車

(iii)
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
に
自
動
車
を
輸
入
し
な
い
駐
在
員
及
び
職
員
に
対
し
、
当
該
駐
在
員
及
び
職
員
が
自
動
車

(c)
を
現
地
購
入
す
る
場
合
に
は
、
駐
在
員
一
名
に
つ
き
一
台
及
び
職
員
一
名
に
つ
き
一
台
の
自
動
車
に
対
し
て
課
さ
れ
る

付
加
価
値
税
を
含
む
租
税
及
び
課
徴
金
を
免
除
す
る
こ
と
。

駐
在
員
及
び
職
員
に
対
し
、

及
び

に
い
う
自
動
車
の
登
録
料
を
免
除
す
る
こ
と
。

(d)

(b)
(iii)

(c)

駐
在
員
、
職
員
及
び
そ
れ
ら
の
家
族
に
対
し
、
そ
の
任
期
中
、
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
に
入
国
し
、
同
国
か
ら
出

(e)
国
し
及
び
同
国
に
滞
在
す
る
こ
と
を
許
可
し
、
外
国
人
登
録
要
件
に
係
る
手
続
に
関
し
便
宜
を
与
え
、
か
つ
、
領
事
手

数
料
を
免
除
す
る
こ
と
。

駐
在
員
及
び
職
員
に
対
し
、
身
分
証
明
書
並
び
に
専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
及
び
調
査
団
の
構
成
員
を

(f)
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送
迎
す
る
た
め
に
空
港
及
び
海
港
に
出
国
手
続
地
点
を
越
え
て
入
る
た
め
の
特
別
通
行
証
を
発
行
す
る
こ
と
。

駐
在
員
、
職
員
及
び
そ
れ
ら
の
家
族
に
対
し
、
自
動
車
運
転
免
許
証
の
取
得
の
た
め
の
便
宜
を
与
え
る
こ
と
。

(g)

駐
在
員
及
び
職
員
に
対
し
、
そ
の
任
務
遂
行
に
必
要
な
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

(h)

事
務
所
に
対
し
、
事
務
所
の
活
動
に
必
要
な
設
備
、
機
械
、
自
動
車
及
び
資
材
の
輸
入
に
関
し
て
、
領
事
手
数
料
、

(2)
(a)

関
税
を
含
む
租
税
及
び
課
徴
金
並
び
に
輸
入
許
可
証
及
び
為
替
証
明
書
の
取
得
要
件
を
免
除
す
る
こ
と
。

事
務
所
に
対
し
、
事
務
所
の
任
務
に
必
要
な
設
備
、
機
械
、
自
動
車
及
び
資
材
を
現
地
購
入
す
る
場
合
に
課
さ
れ
る

(b)
付
加
価
値
税
を
含
む
租
税
及
び
課
徴
金
を
免
除
す
る
こ
と
。

事
務
所
に
対
し
、
事
務
所
の
経
費
で
あ
っ
て
国
外
か
ら
送
金
さ
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
又
は
こ
れ
に
関
連
し
て
課
さ

(c)
れ
る
所
得
税
を
含
む
租
税
及
び
課
徴
金
を
免
除
す
る
こ
と
。

３

２
に
い
う
自
動
車
が
そ
の
後
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
国
内
に
お
い
て
関
税
を
含
む
租
税
の
免
除
又
は
同
様
の
特
権
を
有

し
な
い
個
人
又
は
団
体
に
売
却
又
は
譲
渡
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
そ
れ
ら
の
租
税
は
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
は
、
駐
在
員
、
職
員
及
び
そ
れ
ら
の
家
族
並
び
に
事
務
所
に
対
し
、
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
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和
国
に
お
い
て
同
様
の
任
務
を
遂
行
し
て
い
る
第
三
国
又
は
国
際
機
関
の
駐
在
員
、
職
員
及
び
そ
れ
ら
の
家
族
並
び
に
事
務

所
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
よ
り
不
利
で
な
い
特
権
、
免
除
及
び
便
宜
を
与
え
る
。

第
十
条

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
は
、
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
に
滞
在
す
る
専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
調
査

団
の
構
成
員
、
駐
在
員
、
職
員
及
び
そ
れ
ら
の
家
族
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
。

第
十
一
条

日
本
国
政
府
及
び
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
か
ら
又
は
そ
れ
に
関
連
し
て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
い
か
な

る
事
項
に
つ
い
て
も
相
互
に
協
議
す
る
。

第
十
二
条

１

こ
の
協
定
の
規
定
は
、
こ
の
協
定
が
効
力
を
生
じ
た
後
、
こ
の
協
定
が
効
力
を
生
ず
る
前
に
開
始
し
た
個
別
の
技
術
協
力

計
画
に
も
適
用
さ
れ
、
ま
た
、
当
該
計
画
に
関
連
す
る
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
に
滞
在
中
の
専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
、
調
査
団
の
構
成
員
、
駐
在
員
、
職
員
及
び
そ
れ
ら
の
家
族
並
び
に
設
備
、
機
械
及
び
資
材
に
も
適
用
さ
れ
る
。

２

こ
の
協
定
の
終
了
は
、
両
政
府
間
の
相
互
の
同
意
に
よ
り
別
段
の
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
実
施
中
の
個
別
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の
技
術
協
力
計
画
が
完
了
す
る
日
ま
で
の
間
当
該
計
画
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
当
該
計
画
に
関
す
る
任

務
を
遂
行
す
る
た
め
に
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
に
滞
在
中
の
専
門
家
、
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
調
査
団
の
構
成

員
、
駐
在
員
、
職
員
及
び
そ
れ
ら
の
家
族
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
特
権
、
免
除
及
び
便
宜
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な

い
。

第
十
三
条

１

こ
の
協
定
は
、
署
名
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

２

こ
の
協
定
は
、
一
年
間
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、
い
ず
れ
か
一
方
の
政
府
が
他
方
の
政
府
に
対
し
少
な
く
と
も
六
箇
月

の
予
告
を
も
っ
て
協
定
を
終
了
さ
せ
る
意
思
を
書
面
に
よ
り
通
告
し
な
い
限
り
、
毎
年
自
動
的
に
一
年
ず
つ
更
新
さ
れ
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

二
千
三
年
十
二
月
十
二
日
に
東
京
で
、
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。
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日
本
国
政
府
の
た
め
に

川
口
順
子

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
の
た
め
に

ソ
ム
サ
ワ
ー
ト
・
レ
ン
サ
ワ
ッ
ト


